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ご注意ください！

マイナンバー「通知カード」の取り扱いが変わります

ど）に変更がある人は、本人確認書類（運転免許

証や保険証など）を持参の上、まずは市民課、ま

たは白沢・利根支所生活係の窓口で、新たな交付

申請書の交付（同一世帯の人の申請書も交付可能）

を受けてください。

※交付まで申請後１～ 2カ月程度かかります

・マイナンバー入りの住民票を発行する

　本人または同一世帯の人が、本人確認書類（免

許証など）を持参の上、請求してください。

３　新たにマイナンバーが付番された人への通知

　出生や海外からの転入などで、初めてマイナン

バーが付番される人には、個人番号通知書 (個人

番号、氏名、生年月日、発行日などが記載された

書面 )が送付されます。

※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書

類として使用することはできません

問合せ　市民課管理戸籍係☎内線３００８
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受給を希望される場合は忘れずに提出を！

児童手当現況届

　児童手当の受給対象者には、６月上旬に現況届

を送付します。現況届は、毎年６月１日の状況を

届け出ることで、児童手当を引き続き受けること

ができるか確認するためのものです。

　提出がなければ６月分以降の児童手当が受けら

れなくなりますので、必ず期限までに提出してく

ださい。

提出期限　６月30日（火）
提出方法　今年度から郵送による受け付けに変更

させていただきました。現況届とともに返信用封

筒を同封しますので、そちらを使用して提出して

ください

※特設会場（集中受付期間）の設置はありません

添付書類など　今年度から受給者の「健康保険被

保険者証の写し」は不要となりました。必要に応

じて提出していただく書類がありますので、同封

の文書をお読みください

1002232

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策にお

いて「子育て世帯に関しては、児童手当を受給

する世帯（所得制限により特例給付を受けてい

る人は除く）に対し、その対象児童１人当たり

１万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給す

る」こととされました。

　また、市では独自に対象児童 1人当たり５千

円を加算して支給します。児童手当を受給して

いる対象者には、市から通知を送付しています。

※公務員の場合のみ申請が必要です（国・市の

２種類）。所属庁より通知が来ますので、申請

書を所属庁ではなく市へ提出してください。詳

細は市ＨＰを確認してください。市の申請書は

ダウンロード、または担当へ請求してください

子育て世帯への臨時特別給付金について

（通知カード）

1002185
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問合せ　子ども課子育て支援係☎内線３１２３

 

各番号（７桁）を市ＨＰ「ページ番号検索」に入力すると関連ページが見られます1234567 

　法律の改正により、５月 25 日から通知カード

の取り扱いが変更になりました。今後は、通知カー

ドに記載されている住所や氏名が住民票に記載さ

れている事項と全て一致している場合のみ、マイ

ナンバーを証明する書類として使用できます。

１　取り扱い変更によりできなくなること

▽通知カードの氏名や住所など記載事項の変更

▽通知カードの交付および再交付

※変更前に申請を受け付けている人は除く

２　マイナンバーの確認方法

　マイナンバーが分からなくなってしまった場合

の確認方法は、次のとおりです。

・マイナンバーカードを申請する

　通知カードとともに送付された交付申請書によ

り申請すると、マイナンバーカードの交付を受け

ることができます。交付申請書が手元にない人や

交付申請書に記載されている内容（氏名・住所な


